
市立小中学校の教育職員の勤務時間上限に関する方針 新旧対照表 

現 行  改正案 

１～３ 略  １～３ 略  

４．勤務時間の上限の目安時間 ４．勤務時間の上限の目安時間 

 ①  学校長は、教育職員に対して、１箇月超過勤務時間が

４５時間、１年超過勤務時間が３６０時間を超えないよ

うにすること。ただし、児童生徒等に係る臨時的な特別

な事情により勤務せざるを得ない場合は、１年超過勤務

時間が７２０時間を超えないようにすること。 

 学校長は、教育職員に対して、１箇月超過勤務時間が４

５時間、１年超過勤務時間が３６０時間を超えないように

すること。ただし、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情

や災害その他緊急やむを得ない理由により勤務せざるを得

ない場合は、下記のとおり取り扱うこととする。 

 ②  学校長は、教育職員が週休日及び休日に勤務する場合

においても連続して１２日を超えて勤務をさせないよ

うにすること。ただし、非常災害その他緊急やむを得な

い理由による場合は、この限りではない。 

 ①  １年超過勤務時間が７２０時間を超えないようにす

ること。この場合においては、１箇月超過勤務時間が

４５時間を超える月は、１年間に６月までとすること。 

 ③  学校長は、教育職員の超過勤務時間又は連続勤務日数

がその上限を超えることが見込まれるときは、これを回

避するため、当該教育職員に対する校務分掌の見直し、

授業時間数の削減等の対応策を講じるものとする。 

 ②  １箇月超過勤務時間が１００時間を超えないように

するとともに、当月を含む直近２箇月から６箇月の平

均で１箇月８０時間を超えないようにすること。 

５．１箇月超過勤務時間等の上限超過時の取扱い ５．１箇月超過勤務時間等の上限超過時の取扱い 

 ①  学校長は、教育職員の超過勤務時間が１箇月４５時間

又は１年度３６０時間を超えるときは、その理由、超過

する時間の限度及び当該限度内に超過勤務時間を抑制

するための具体策を記載した様式１により、教育委員会

に申請し、承認を得るものとする。 

 ①  学校長は、教育職員の超過勤務時間がその上限を超

えることが見込まれるときは、これを回避するため、

当該教育職員に対する校務分掌の見直し、授業時間数

の削減等の対応策を講じるものとする。 

 ②  学校長は、教育職員が連続して１２日を超えて勤務す

る必要があるときは、その理由、超過する勤務日数の限

度および当該限度内に勤務日数を抑制するための具体

 ②  学校長は、教育職員の超過勤務時間が１箇月４５時

間又は１年度３６０時間を超えたときは、その理由、

超過する時間の限度及び当該限度内に超過勤務時間を
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策を記載した様式２により、教育委員会に申請し、承認

を得るものとする。 

抑制するための具体策を記載した様式１又は様式２に

より、教育委員会に報告するものとする。 

 ③  学校長は、上記①②について、事前に承認を得ること

ができなかった場合は、その旨を速やかに教育委員会に

書面で報告するものとする。 

 ③  学校長は、様式１において報告する超過勤務時間に

ついて、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情や災害

その他緊急やむを得ない理由による勤務であると認め

られるものが含まれる場合は、その旨と通算時間に含

まれる当該勤務に係る時間数について記載するものと

する。 

  ④  学校長は、教育職員の超過勤務時間が１箇月８０時

間に達したときは、様式３により、その旨を直ちに教

育委員会に報告するものとする。 

６．長時間勤務の禁止  

 ①  学校長は、教育職員の超過勤務時間が１箇月８０時間

に達したとき、または、当月を含む直近２箇月から６箇

月の平均で１箇月８０時間に達したときは、到達月にお

ける当該教育職員に対するそれ以後の超過勤務時間を

抑制するものとする。 

   ただし、非常災害等でやむを得ないと学校長が判断し

た場合は、この限りではない。 

 

 ②  学校長は上記①ただし書に該当することとなった場

合は、その旨を直ちに教育委員会に報告するものとす

る。 

 

  

７．長時間勤務教育職員の健康管理 ６．長時間勤務教育職員の健康管理 

 ①  学校長は教育職員の健康状態及び子の養育状況等に

十分配慮しなければならない。 

 ①  学校長は、教育職員の健康状態及び子の養育状況等

にも十分配慮しなければならない。 

 ②  学校長は、教育職員の超過勤務時間が、１箇月で８０  ②  学校長は、教育委員会と連携の上、教育職員の超過



時間に達したとき、または、当月を含む直近２箇月から

６箇月の平均で１箇月８０時間に達したときは、本人の

申し出により、産業医による面接指導を受けさせなけれ

ばならない。 

   また、学校長は、本人の申し出がない場合は、本人に

対して、産業医による面接指導を受けるよう助言するも

のとする。 

勤務時間が、１箇月で１００時間に達したとき、又は、

当月を含む直近２箇月から６箇月の平均で１箇月８０

時間を超えるときは、産業医による面接指導を受けさ

せなければならない。 

 ③  上記②に関連して勤務超過時間を算定するときは、算

定期間内において勤務した週休日または休日で、算定期

間内に振替または代休付与がなされていないものにつ

いては、勤務超過時間とみなす。 

 ③  学校長は、教育職員の超過勤務時間が、１箇月で８

０時間に達したときは、本人の申し出により、産業医

による面接指導を受けさせなければならない。 

また、学校長は、本人の申し出がない場合は、本人

に対して、産業医による面接指導を受けるように助言

するものとする。 

８．留意事項 ７．留意事項 

 略   略  

 


